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（
財
政
金
融
委
員
会
）

証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
金
融
・
資
本
市
場
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
対
応
し
、
利
用
者
保
護
ル
ー
ル
の
徹
底
と
利
用
者
利
便
の
向

上
、
貯
蓄
か
ら
投
資
に
向
け
て
の
市
場
機
能
の
確
保
及
び
金
融
・
資
本
市
場
の
国
際
化
へ
の
対
応
を
図
る
た
め
、
投
資
者
保
護

の
た
め
の
横
断
的
な
法
制
と
し
て
、
証
券
取
引
法
を
改
組
し
て
、
金
融
商
品
取
引
法
と
す
る
ほ
か
、
公
開
買
付
制
度
、
大
量
保

有
報
告
制
度
そ
の
他
の
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
、
金
融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
制
度
の
整
備
等
を
行
う
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
証
券
取
引
法
の
金
融
商
品
取
引
法
へ
の
改
組

１

組
合
契
約
等
に
基
づ
く
権
利
（
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
）
の
包
括
的
な
定
義
規
定
を
設
け
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
定
義

に
有
価
証
券
以
外
の
資
産
を
原
資
産
と
す
る
も
の
等
も
含
め
る
な
ど
、
そ
の
規
制
対
象
の
拡
大
を
図
る
。

２

有
価
証
券
及
び
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
販
売
・
勧
誘
の
ほ
か
、
投
資
助
言
、
投
資
運
用
及
び
顧
客
資
産
の
管
理
に

係
る
業
務
を
金
融
商
品
取
引
業
と
位
置
づ
け
、
原
則
登
録
制
と
し
、
業
務
の
内
容
に
応
じ
て
業
規
制
を
整
備
す
る
。

３

業
務
の
内
容
や
対
象
顧
客
（
プ
ロ
か
一
般
投
資
家
か
）
に
応
じ
て
、
行
為
規
制
の
適
用
を
柔
軟
化
す
る
。
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４

銀
行
法
、
保
険
業
法
ほ
か
関
係
法
律
に
お
い
て
も
、
幅
広
い
金
融
商
品
に
つ
い
て
の
横
断
的
な
法
制
の
整
備
を
図
る
観

点
か
ら
、
金
融
商
品
取
引
法
に
お
け
る
金
融
商
品
取
引
業
に
係
る
行
為
規
制
の
準
用
等
、
所
要
の
整
備
を
行
う
。

二
、
公
開
買
付
制
度
、
大
量
保
有
報
告
制
度
の
整
備

１

公
開
買
付
制
度
に
つ
い
て
、
市
場
内
外
の
取
引
を
組
み
合
わ
せ
た
買
付
け
へ
の
対
応
な
ど
に
よ
る
規
制
対
象
範
囲
の
拡

充
や
投
資
者
へ
の
情
報
提
供
の
充
実
等
の
ほ
か
、
公
開
買
付
期
間
の
伸
長
、
公
開
買
付
け
の
撤
回
等
の
柔
軟
化
、
応
募
株

式
の
全
部
買
付
け
の
一
部
義
務
化
、
買
付
者
間
の
公
平
性
の
確
保
等
の
た
め
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

２

大
量
保
有
報
告
制
度
に
つ
い
て
、
機
関
投
資
家
に
認
め
ら
れ
て
い
る
特
例
報
告
の
提
出
頻
度
及
び
期
限
の
短
縮
、
特
例

報
告
制
度
が
適
用
さ
れ
な
い
「
事
業
支
配
目
的
」
の
明
確
化
等
を
図
る
た
め
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

三
、
企
業
内
容
等
の
開
示
制
度
の
整
備

、

、

企
業
内
容
等
の
開
示
制
度
に
つ
い
て

四
半
期
報
告
制
度
の
整
備
や
財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制
の
評
価
制
度
の
整
備
等

所
要
の
整
備
を
行
う
。

四
、
金
融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
制
度
の
整
備

１

現
行
の
証
券
取
引
法
上
の
証
券
取
引
所
に
関
す
る
規
定
と
金
融
先
物
取
引
法
上
の
金
融
先
物
取
引
所
に
関
す
る
規
定
を
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統
合
し
、
金
融
商
品
取
引
所
に
関
す
る
規
定
と
し
て
整
備
す
る
。

２

金
融
商
品
取
引
所
に
お
け
る
自
主
規
制
業
務
が
適
切
に
運
営
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
自
主
規
制
法
人
（
自
主

規
制
業
務
を
担
う
別
法
人
）
又
は
自
主
規
制
委
員
会
（
株
式
会
社
形
態
の
取
引
所
に
お
け
る
同
一
法
人
内
の
別
組
織
）
を

設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
所
要
の
制
度
を
整
備
す
る
。

３

株
式
会
社
形
態
の
取
引
所
が
上
場
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
制
度
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
株
式

会
社
形
態
の
取
引
所
の
主
要
株
主
規
制
と
し
て
、
二
十
％
以
上
の
議
決
権
の
取
得
・
保
有
を
原
則
禁
止
す
る
。

五
、
罰
則
等
の
強
化

１

有
価
証
券
届
出
書
の
虚
偽
記
載
及
び
風
説
の
流
布
・
偽
計
、
相
場
操
縦
等
に
対
す
る
法
定
刑
を
十
年
以
下
の
懲
役
又
は

一
千
万
円
以
下
の
罰
金
（
現
行
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
）
に
引
き
上
げ
る
な
ど
、
開
示
書
類
の

虚
偽
記
載
や
不
公
正
取
引
等
に
係
る
罰
則
を
強
化
す
る
。

２

い
わ
ゆ
る
「
見
せ
玉
」
行
為
に
つ
い
て
、
相
場
操
縦
行
為
等
に
係
る
規
定
を
整
備
し
、
罰
則
・
課
徴
金
の
対
象
範
囲
を

拡
大
す
る
。

六
、
施
行
期
日
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証
券
取
引
法
の
金
融
商
品
取
引
法
へ
の
改
組
、
企
業
内
容
等
の
開
示
制
度
の
整
備
及
び
金
融
商
品
取
引
所
等
に
関
す
る
制

度
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
公

開
買
付
制
度
の
整
備
及
び
大
量
保
有
報
告
制
度
の
整
備
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
（
一
部
に
つ
い
て
は
一
年
）
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
罰
則
等
の
強
化
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た

日
か
ら
施
行
す
る
な
ど
、
所
要
の
施
行
日
を
定
め
る
。


